
 

  

 

■返礼品の対象 

・市内で生産・製造・加工等されたもの（農産物、加工食品、日用品、雑貨など） 

・市内で生産された原材料を使用して製造・加工したもの 

・市内の事業所などで企画・立案されたもの 

・市内で提供される独自のサービスや宿泊、体験など 

・地元の食材を使った料理の提供 など  ※裏面に具体例を記載しています。 
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■「このような製品・サービスは返礼品になる？」など、 

ご相談やご提案がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 

厚木の魅力を全国へお届けします 
厚木市の魅力発信や地域経済の活性化のため、ふるさと納税に

より本市へご寄附いただいた市外在住の方に、お礼の品として、

地域の特産品などをお贈りしています。このお礼の品(返礼品)を

ご提供いただける事業者の方々を募集しています。 

 



 

 

 

 

■返礼品提供事業者の登録の要件 

・本社や支社、事業所、工場など、事務や生産拠点、サービスの提供場所が市内にあること。 

・インターネットや電子メールを使用できる環境があり、必要に応じて、中間管理事業者が提供 

するシステムを利用した受注管理が可能であること。 など 

■返礼品の事例    

 
 

① 市内で生産されたもの  米、野菜、肉など 
 

② 市内で生産された原材料を使用して製造・加工したもの 

      市内で生産された果物を主に使用して、市外で製造した飲料 など 
 
③ 市内で製造・加工や、企画・立案されたもの（価値の過半が市内の工程で生じているもの） 

食品・加工品など 
飲料、コーヒー豆・粉、冷凍フルーツ、菓子、総菜、ペットフード など 

日用品・雑貨など 
   家具、ソファ・クッション、カバン、衣料品、家電製品 など 
 

④ 市内で提供される独自のサービス ※チェーン店や、市外で同様のサービスが受けられるものは対象外です。 

市内ホテル・旅館の宿泊、フルーツ狩り、工場見学、レジャー体験、 

厚木産の食材を使用したコース料理のチケット ゴルフプレー券 など 

 

 

【PayPay商品券（電子商品券型の返礼品）】取扱店も募集しています 

返礼品の基準に該当する飲食やサービスのお支払いにご利用いただけます。 

通常の PayPay決済と同じように利用可能です。 

※チェーン店やフランチャイズ店は対象外となります。 

■ふるさと納税 寄附～返礼品発送の流れ 

寄附者の方 

ふるさと納税サイト 

返礼品提供事業者の方 

中間管理事業者（市から委託） 

寄附申込み 

返礼品発送 
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■ご応募の流れ 

ご相談 

ご応募 

審査 

サイト 
掲載開始 

※ご相談、ご応募は随時受付しています。（総務省への申請は時期が決まっています。（年４回）） 

※審査からサイト掲載開始まで３か月程度かかります。 

《市》・《総務省》 

契約 

・寄附額の設定 

《総務省》 

・中間管理事業者 

とのご契約 

・サイト掲載準備 

 

厚木市の魅力を発信し、産業・地域経済の活性化や観光振興に寄与するもので、

総務省が定める返礼品の基準に該当するものが対象です。 


